
理由

地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該システムを構築してき
た左記業者と随意契約を行った。
地方自治法施行令（第167条の2第1項第2
号）現行システムがより有効かつ円滑に運
用できるよう、当該ネットワーク機器等を
構成している左記業者と随意契約を行っ
た。

大阪狭山市立小中学校普通教室無線ネット
ワーク機器等の賃貸借

大阪狭山市立各小中学校（１
０校）

平成30年7月27日 平成30年10月1日
月額 561,600円 ～平成35年9月30日

平成30年7月30日 日本電気（株）関西支
社

介護保険制度改正に伴うシステム改修業務
（その２）

随意契約結果一覧表（業務委託・物品購入等）

場　所
契約日

契約金額
大阪狭山市　健康福祉部　高
齢介護グループ

平成30年7月27日

富士通リース（株）関
西支店

6,598,800円 ～平成30年10月31日

件　名 期間 請負人


